
4

事　業　計　画

法に定められた協定項目（任意協議会の調整方針）
その他必要な協定項目（任意協議会の調整方針）

第２回会議

基本的な協定項目
（合併の期日、事務所の位置）
新市建設計画事業の協議

第３回会議

法に定められた協定項目
（議員の特例、農業委員会委員の特例）
財政計画協議

第４回会議

新市建設計画の承認
財政計画の承認
協定項目の承認
合併調印式

第５回会議

法定合併協議会の廃止
合併準備組織の設置

第６回会議

▼  合併協議会は、６回程度を予定。

▼  情報提供の実施（協議会だより５回発行）

▼  インターネットホームページの開設

�平成１６年度事業計画�
上福岡市・大井町法定合併協議会

5

�� �

�

す
。

�
�
�
�
�
�

　

新
市
建
設
の
基
本
方
針
、
建
設
計
画
及

び
財
政
計
画
を
中
心
に
構
成
し
ま
す
。
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計
画
期
間
は
、
平
成　

年
度
か
ら
平
成

１７

　

年
度
ま
で
の　

か
年
度
と
し
ま
す
。

２６
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�
上
福
岡
市
第
３
次
総
合
振
興
計
画
及
び

第
４
次
大
井
町
総
合
振
興
計
画
を
踏
ま

え
た
計
画
と
し
ま
す
。

�
上
福
岡
市
・
大
井
町
任
意
合
併
協
議
会

が
作
成
し
た「
ま
ち
づ
く
り
ビ
ジ
ョ
ン
」

に
基
づ
い
た
計
画
と
し
ま
す
。

策
の
効
果
的
な
活
用
を
重
視
し
ま
す
。

�
多
様
化
・
高
度
化
す
る
行
政
需
要
に
対
応

す
る
た
め
、
簡
素
で
効
率
的
な
行
政
運
営

の
実
現
を
図
る
と
と
も
に
、
民
間
活
力
の

積
極
的
な
活
用
に
つ
い
て
配
慮
し
ま
す
。

�
対
象
事
業
の
選
定
に
あ
た
っ
て
は
、
上
福

岡
市
・
大
井
町
任
意
合
併
協
議
会
が
作
成

し
た
「
ま
ち
づ
く
り
ビ
ジ
ョ
ン
」
に
掲
載

さ
れ
た
施
策
・
事
業
の
う
ち
、
両
市
町
の

総
合
計
画
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
事
業

や
既
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
事
業
を
優
先

し
、
次
に
住
民
要
望
の
強
い
事
業
及
び
両

市
町
の
懸
案
事
項
と
さ
れ
て
い
る
事
業
な

ど
に
つ
い
て
、
事
業
の
緊
急
度
や
重
要
度
、

優
先
度
、
合
併
に
よ
り
期
待
で
き
る
効
果

等
を
十
分
に
検
証
し
て
選
定
し
ま
す
。
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国
の
指
針
に
よ
り
、
県
が
市
町
村
の
要
請

に
基
づ
き
指
定
す
る
地
域
で
す
。
指
定
さ
れ

た
地
域
で
は
、
従
来
の
合
併
後
に
お
け
る
財

政
的
な
支
援
措
置
な
ど
に
加
え
、
合
併
前
に

お
い
て
関
係
市
町
村
が
実
施
す
る
事
業
に
財

政
的
な
支
援
（
合
併
推
進
債
な
ど
）
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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�
指
定
を
受
け
ら
れ
る
地
域

①
地
域
住
民
の
間
で
合
併
に
向
け
て
の
気
運

が
盛
り
上
が
っ
て
い
る
地
域

②
任
意
協
議
会
又
は
法
定
協
議
会
が
設
置
さ

れ
て
い
る
地
域

③
関
係
市
町
村
で
合
併
に
向
け
た
取
組
み
が

な
さ
れ
て
お
り
、
地
域
内
の
市
町
村
か
ら

県
に
対
し
て
要
請
が
な
さ
れ
た
地
域

④
そ
の
ほ
か
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
合
併

に
つ
い
て
の
支
援
を
強
化
す
る
こ
と
が
適

当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
地
域

�
指
定
の
メ
リ
ッ
ト

　

合
併
重
点
支
援
地
域
に
指
定
さ
れ
る
と
、

次
の
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
合
併
前
に
市
が
行
う
建
設
事
業
に
対
す
る

合
併
推
進
債
の
発
行
（
充
当
率　

％
、
交

９０

付
税
算
入
率　

％
）

５０

②
「
市
町
村
合
併
支
援
プ
ラ
ン
」
の
対
象
と

な
り
、
国
庫
補
助
事
業
の
優
先
採
択
等
の

各
種
支
援

③
合
併
推
進
債
を
活
用
し
た
県
事
業
の
推
進

�
国
・
県
に
よ
る

特
別
な
財
政
支

援
措
置
が
縮
小

す
る
平
成　

年
２７

度
以
降
に
お
け

る
財
政
の
健
全

性
を
確
保
す
る

た
め
、
長
期
的

な
見
通
し
の
も

と
に
作
成
し
、

必
要
性
の
高
い

基
盤
整
備
を
盛

り
込
む
と
と
も

に
、
ソ
フ
ト
施

�
　

新
市
建
設
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、

次
の
方
針
に
よ
り
進
め
ま
す
。
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上
福
岡
市
と
大
井
町
の
合
併
後
の
新
市

を
建
設
し
て
い
く
た
め
の
基
本
方
針
を
定

め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
基
づ
く
建
設
計

画
を
策
定
し
、
そ
の
実
現
を
図
る
こ
と
に

よ
り
、
両
市
町
の
一
体
性
の
速
や
か
な
確

立
及
び
地
域
の
均
衡
あ
る
発
展
と
住
民
福

祉
の
向
上
を
図
り
、
あ
わ
せ
て
具
体
的
な

施
策
の
方
向
を
示
し
ま
す
。
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新
市
に
お
け
る
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
方

針
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
主
要
事
業
を
示
す

と
と
も
に
、
合
併
特
例
法
に
基
づ
く
様
々

な
財
政
支
援
措
置
を
受
け
る
た
め
の
前
提

と
な
る
も
の
で
す
。

　

な
お
、
新
市
が
取
り
組
む
べ
き
、
よ
り

詳
細
か
つ
具
体
的
な
施
策
・
事
業
に
つ
い

て
は
、
こ
の
計
画
に
基
づ
い
て
策
定
さ
れ

る
新
市
総
合
計
画
に
委
ね
る
も
の
と
し
ま

�新市建設計画の作成手続き�
（合併特例法第５条）


